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重度障害者等就労支援事業を開始しました
　企業や自営等で働く重度障害のある方等を対象に、通勤や職場等で必要となる支援を行う事業を新たに開始しました。申請方法等詳しくは、お問い合わせください。
対 次の全てに該当する方
▶区内在住（原則として、就業場所は区内に限らない）
▶区から重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている、▶1週間の所定労働時間が10時間以上
※自営業等の方は、自営等に従事することで所得の向上が見込まれる方が対象です。
※就労継続支援A型事業所や国家公務員・地方公務員・国会議員・地方議会議員等の公務部門で雇用等されている方、または、これに準ずる方は対象外です。
支援内容
●民間企業で雇用されている方
　民間企業が、重度障害のある方等を雇用するにあたり、「障害者雇用納付
金制度」に基づく助成金を活用して職場介助者や通勤援助者を委嘱しても、
なお支援を必要とする場合、障害福祉サービス（重度訪問介護、同行援護、行
動援護）と同等の支援を行います。

●自営業等の方
　自営業等の場合、「障害者雇用納付金制度」に基づく助成金の対象外です。
本事業単独で1か月目から、障害福祉サービス（重度訪問介護、同行援護、行
動援護）と同等の支援を行います。

支援内容 助成金対象 本事業の対象
通勤支援 各年度申請から

3か月目まで
各年度申請から
4か月目以降

職場等での業務介助
文書作成補助・入力作業・外勤の付き添いほか ○ ×
職場等での業務外の福祉的支援
喀痰吸引・姿勢調整・安全確保のための見守りほか × ○

支援内容 助成金対象 本事業の対象
通勤支援

× ○職場等での業務介助
文書作成補助・入力作業・外勤の付き添いほか
職場等での業務外の福祉的支援
喀痰吸引・姿勢調整・安全確保のための見守りほか

ヴィレッジ女神湖（長野県立科町）のご利用を
夏休みの利用抽選を行います
　同施設について詳しくは、同施設ホームページ（右二次元コード。HP https://
megamiko.net/）をご覧ください。

利用期間 7月15日㈫〜8月31日㈰
※7月15日㈫・16日㈬・31日㈭、8月1日㈮・2日㈯・4日㈪〜6日㈬・27日㈬〜29日㈮は学校行事利用
のため全館利用できません。
対 区内在住・在勤の方と同行者
宿泊日数 3泊4日以内（1グループにつき5室以内）
申 4月25日（必着）までに受付窓口・特別出張所で配布している専用往復はがき（1グループにつき1
枚）でお申し込みください。結果は全員に5月7日㈬までにお知らせします。当選した方は5月14日㈬ま
でに宿泊受付窓口へ電話または直接、利用申請をしてください。期限までに利用申請がない場合は、
当選結果（予約）は取り消します。
※抽選後の空室は、通常どおり利用希望日の2か月前の同日〜2日前に、受付窓口で予約を受け付けます。
区の担当課 教育支援課教育活動支援係☎（3232）1058

受付窓口 ▶月〜金曜日（祝日等を除く）…区保養施設受付（本庁舎1階）☎（5273）3881（午前9時
〜午後5時）、▶土・日曜日、祝日等…㈱日本旅行☎（5369）3902（午前10時〜午後6時）

令和7年第1回区議会
定例会議決結果
　区長が提出した議案は、全て可決、同意
されました。
◆予算案12件
　「令和7年度新宿区一般会計予算」等
◆条例案28件
　「刑法等の一部を改正する法律の施行に
伴う関係条例の整理等に関する条例」等
◆その他7件
　「新宿区立西新宿小学校校舎棟増築等
工事請負契約の変更について」等
　他の議案の議決結果は、新
宿区ホームページ（右二次元
コード）からご覧いただけます。
問 総務課総務係☎（5273）3505

認知症に関する相談・学習会
●認知症介護者相談
日 5月15日㈭午前9時30分〜11時30分
場 区役所本庁舎3階302会議室
対 認知症の方の介護者等で心や体に悩みを抱えている方、3名
内 精神科医師による相談
申 4月17日㈭から電話で問合せ先へ。先着順。
問 高齢者支援課高齢者相談第一係☎（5273）4593
●認知症・もの忘れ相談
日 場 ▶①5月1日㈭…四谷高齢者総合相談センター（四谷三栄町10-16）、
▶②5月14日㈬…落合保健センター（下落合4-6-7）、▶③5月28日㈬…戸塚
高齢者総合相談センター（高田馬場1-17-20）、いずれも午後2時30分〜4時
対 区内在住でもの忘れが心配な方、各日4名

内 医師による相談
申 4月17日㈭から電話で問合せ先へ。先着順。
問 ▶①四谷高齢者総合相談センター☎（5367）6770、▶②落合第一高齢
者総合相談センター☎（3953）4080、▶③戸塚高齢者総合相談センター
☎（3203）3143
●認知症介護者家族会（学習会）
日 5月21日㈬午前10時30分〜12時
場 西新宿シニア活動館（西新宿4-8-35）
対 区内在住で認知症の方を介護しているご家族ほか
内 講座「認知症介護の困りごと」
申 電話かファックス（4面記入例のとおり記入）で問合せ先へ。
問 高齢者支援課高齢者相談第二係☎（5273）4594・FAX（5272）0352

問 障害者福祉課支援係☎（5273）4583・FAX（3209）3441
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